
　都道府県単位で国保税の算定方式を統一するとさ
れ、同じ所得、年齢層、世帯構成であれば、北海道
内どこの市町村でも同じ保険税額となります。

　国民健康保険税（国保税）については、現在は市町村ごとに税率等を
定めた上で賦課徴収を行っていますが、令和12年度までには北海道内
で統一保険税となる予定です。
　令和７年度においては以下の通り税率等を改正するとともに、保険税
の統一に向け今後も段階的に改正する予定ですので、加入者の皆さまに
はご理解とご協力をお願いします。
　　　　　　　　　　　　　　　   問　総務課税務担当　☎　56‐2121

国民健康保険国民健康保険

税率等税率等のの改正改正

ののお知らせお知らせ

今年度の国保税額は"７月中旬頃"に
　発送する納税通知書でお知らせします！

医療分（加入者全員） 後期分（加入者全員） 介護分（40歳～64歳）

令和６年度 令和７年度 令和６年度 令和７年度 令和６年度 令和７年度

所　得　割 6.1%    

⇒

6.9%             3.1％

⇒

3.1％ 2.1%

⇒ 変更なし

資　産　割 20.0% 廃止  ー  ー  ー

均　等　割 20,000円 22,400円 10,000円 10,000円 9,800円

平　等　割 20,000円 22,800円 10,400円 10,400円 7,800円

賦課限度額 65万円 66万円 24万円 26万円 17万円

◆ 所　得　割：前年中の所得から加入者ごとに基礎控除（43万円）を差し引いた額×税率
◆ 資　産　割：土地・家屋にかかる固定資産税額×税率
◆ 均　等　割：世帯ごとの加入者人数×税額
◆ 平　等　割：１世帯当たりの税額
◆ 賦課限度額：１世帯における国保税の上限額（※国の制度改正に併せて実施）

区分 令和６年度 令和７年度

７割軽減 43万円＋10万円×(給与所得者等の数－１)以下 変更なし

５割軽減
43万円＋(29万５千円×被保険者等の数)

＋10万円×(給与所得者等の数－１)以下

43万円＋(30万５千円×被保険者等の数)

＋10万円×(給与所得者等の数－１)以下

２割軽減
43万円＋(54万５千円×被保険者等の数)

＋10万円×(給与所得者等の数－１)以下

43万円＋(56万円×被保険者等の数)

＋10万円×(給与所得者等の数－１)以下

１．税率

２．軽減判定基準

◆ 世帯の合計所得額に基づき、上記区分により均等割額と平等割額の合計金額が軽減されます。

　国保税の令和12年度統一に向けて、令和７年度
に資産割を廃止し、所得割、均等割、平等割の３方
式に統一されます。

　国保税は、３回に分けて納めていただきますが、３回での支払いが困難な場合はご相談に応じますので、
お早めに総務課税務担当までご連絡ください。なお、相談なく納期限までに納めていただけない場合には、
給付の差し止めや、いったん医療費を全額自己負担していただくなどの措置を講じる場合があります。

統一保険税とは？統一保険税とは？統一保険税とは？統一保険税とは？ 資産割の廃止について資産割の廃止について資産割の廃止について資産割の廃止について

令和７年度の改正内容令和７年度の改正内容令和７年度の改正内容令和７年度の改正内容

３ 2025年6月号 ２2025年6月号

問　福祉子育て支援課社会福祉担当　☎　56‐2125
江頭　恵美さん（全村）　　渡辺　幸恵さん（全村）　　

主任児童委員   ※子どものことを専門に担当し活動します。

鈴木　雅士さん（双珠別・中央第二）　鷲尾　心英さん（宮下）　窪田　敏雄さん（本通・ニニウ）
児玉　仁子さん（千歳）　　　　　　    大和　妙子さん（高台・美園・中央第三・占冠第一）
原　　和恵さん（占冠市街）　　　　    坂口　　誠さん（下トマム・中トマム・上トマム）

民生委員・児童委員   （　）内は担当区

のご紹介民民 童委員童委員児児生委員生委員・・

　民生委員・児童委員は厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員で、占冠村では９人
（うち２人は主任児童委員）の委員が活動しています。
　地域の身近な相談相手として常に住民の立場に立ち、生活上の心配事や困り事などの相談に
広く応じるとともに、支援を必要とする住民と行政や専門機関をつなぐパイプ役を務めます。

　民生委員・児童委員は、誰もが安心して暮らせる地域
づくりのためにさまざまな活動をしています。
　これからも、地域福祉の中核として取り組みを強化し、
皆さまの安全を支えていきます。
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暮らしのこと
在宅生活のこと
家族関係のこと
育児や教育のこと

地域 身近 相談相手なの

民生委員・児童委員とは？
民生委員・児童委員とは？

　行政区長には各担当行政区において、広報しむかっぷや行政区回覧等の配布、行政に対する住民から
の相談や要望の取り次ぎ、住民に対する行政関係諸団体からの情報の伝達、住民の各種行事等への参加
の取りまとめのほか、必要に応じて行政に関するさまざまなことにご協力をいただいています。

問　総務課総務担当　☎　56‐2121

４月16日（水）に占冠村総合センターで行政区長４月16日（水）に占冠村総合センターで行政区長

会議が行われ、令和７年度の行政区長が次の通り会議が行われ、令和７年度の行政区長が次の通り

決定しましたのでご紹介します。決定しましたのでご紹介します。

藤岡　幸次さん（双珠別）　　　  鈴木　雅士さん（中央第二）　　  稲田　　實さん（宮下）　
窪田　敏雄さん（本通）　　　　  児玉　眞澄さん（千歳）　　　　  藤本　重克さん（高台）
清水野　克治さん（美園）　　　  大和　富雄さん（占冠第一）　　  八木　康裕さん（占冠市街）
船橋　　章さん（上トマム第一）    安居　明美さん（上トマム第二）   伊藤　　修さん（中トマム）

皆さんと行政をつなぐパイプ役皆さんと行政をつなぐパイプ役

行 区区 ののご紹介ご紹介政政 長長
行政区長  （　）内は担当行政区


